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電気通信事業法施行規則の一部改正（初期契約解除

に伴う対価請求費用項目の追加） 
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情 郵 審 第 ＊ 号  

  令 和 元 年 ８ 月 ＊ 日 

総 務 大 臣 

 石 田  真 敏 殿 

  情報通信行政・郵政行政審議会 

   会 長 多 賀 谷 一 照 

答 申 書 

 令和元年６月21日付け諮問第3118号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のと

おり答申する。 

記 

１ 本件、電気通信事業法施行規則の一部改正（初期契約解除に伴う対価請求費用項目の追加）

については、審議を踏まえ、次のとおり修正した上で制定することが適当と認められる。 

・電気通信事業法施行規則（昭和 60年郵政省令第 25号）の一部改正案の一部について、別添

１のとおりとすること。

２ なお、提出された意見及びそれらに対する当審議会の考え方は、別添２のとおりである。 

以上 
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一
頁

「
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
」
の
定
義
等
に
関
し
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
案
を
次
の
と
お
り
の
案
と
す
る
こ

と
が
適
当
。

○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
改
正
案
（
抜
粋
）

改

正

後

改

正

前

（
書
面
解
除
に
伴
い
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
）

（
書
面
解
除
に
伴
い
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
）

第
二
十
二
条
の
二
の
九

法
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額

に
こ
れ
に
対
す
る
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
加
算
し
た
金
額
を
限
度
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
九

［
同
上
］

一

書
面
解
除
ま
で
に
提
供
さ
れ
た
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
提
供
さ
れ

た
有
償
継
続
役
務
で
あ
つ
て
書
面
解
除
に
伴
い
そ
の
提
供
が
中
止
さ
れ
た
も
の
の
対
価
に
相
当
す
る
額
（
次

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

一

書
面
解
除
ま
で
に
提
供
さ
れ
た
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
提
供
さ
れ

た
有
償
継
続
役
務
で
あ
つ
て
書
面
解
除
に
伴
い
そ
の
提
供
が
中
止
さ
れ
た
も
の
の
対
価
に
相
当
す
る
額
（
次

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二

書
面
解
除
に
係
る
電
気
通
信
役
務
が
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
移
動
端
末
設
備
（
携
帯
電
話
、
Ｐ

Ｈ
Ｓ
端
末
又
は
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る
条
件
に

適
合
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
利
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
で

あ
つ
て
、
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
移
動
端
末
設
備
を
接
続
す
る
利
用
者
に

対
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
地
局
を
設
置
せ
ず
に
提
供
さ
れ
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係

る
利
用
者
料
金
の
設
定
権
を
有
す
る
者
が
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
二
十
二
条
の
二
の
十
五

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
次
の
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額

が
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
当
該
電
気
通
信

役
務
の
利
用
者
に
対
し
通
常
請
求
さ
れ
る
費
用
の
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
常
請
求
さ
れ
る

費
用
の
額
）

［
新
設
］

イ

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
電
気
通
信
事
業

者
か
ら
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た

る
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
含
む
。
）
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
含
む
。
）

第
二
十
三
条

の
九
の
三
に
規
定
す
る
接
続
料
の
う
ち
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総

務
省
令
第
三
十
一
号
）
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
部
分
に
係
る
接
続
料

ロ

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
卸
電

気
通
信
役
務
の
提
供
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
含
む
。
）
を
受
け
る

電
気
通
信
事
業
者
を
含
む
。
）

当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら

別添１ 
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二
頁

提
供
さ
れ
る
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
料
金

三

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
必
要
な
工
事
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
（
当
該
費
用
と
し
て
通
常
請
求
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
額
（
当

該
工
事
が
行
わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

二

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
必
要
な
工
事
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
（
当
該
費
用
と
し
て
通
常
請
求
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
額
（
当
該
工
事
が
行

わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

（
禁
止
行
為
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
電
気
通
信
事
業
者
の
基
準
）

（
禁
止
行
為
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
電
気
通
信
事
業
者
の
基
準
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
五

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
利
用
者
の
数
の
割
合
は
、
仮
想

移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
基
地
局
を
設
置
し
て
移
動
電
気
通
信
役
務
を
提
供

す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
、
千
分
の
七
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
十
五

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
利
用
者
の
数
の
割
合
は
、
仮
想

移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
移
動
端
末
設
備
（
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
又
は
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の

二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
利
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系

伝
送
路
設
備
に
移
動
端
末
設
備
を
接
続
す
る
利
用
者
に
対
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
地
局
を
設
置
せ

ず
に
提
供
さ
れ
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
利
用
者
料
金
の
設
定
権
を
有
す
る
者
が
提
供
す
る
も
の

に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
基
地
局
を
設
置
し
て
移
動
電
気
通
信
役
務
を
提
供

す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
、
千
分
の
七
と
す
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

3



三
頁

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年

月

日

。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

4



「
電
気
通
信

事
業
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
案
（
初
期
契
約
解
除
に
伴

う
対
価
請
求

費
用
項
目
の
追

加
）
」
に
つ
い

て
の
意
見
募
集
 

■
意

見
募

集
期

間
 
：
 
令
和
元
年
６
月
２
２
日
（
土
）
か
ら
令
和
元
年
７
月
２
２
日
（
月
）
ま
で

■
意

見
提

出
件

数
 
：
 
７
件
（
個
人
：
７
件
）

■
意

見
提

出
者
 
：

意
見
提
出
者
 

個
人
（
７
件
）
 

別
添
２
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４
 

そ
の
他
 

「
SI
M
カ
ー
ド
の
貸
与
」
等
と
言
う
「
概
念
（
コ
ン
セ
プ
ト
）
」
の
構
造
で

は
、
私
に
は
意
味
の
理
解
が
出
来
な
い
で
す
。
具
体
的
に
は
、
「
料
金
費
及

び
端
末
費
」
を
「
区
別
（
セ
パ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
」
す
れ
ば
、
SI
M
カ
ー
ド
に
お

け
る
請
求
で
は
、
利
用
者
が
精
算
す
る
場
合
で
は
、
「
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
ー
で
の
請
求
書
で
の
精
算
、
銀
行
口
座
の
引
き
落
と
し
で
の
請
求
で
の

精
算
」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
と
、
思
い
ま
す
の
で
、
「
SI
M
カ
ー
ド
の
貸
与
」
等

が
不
要
の
構
造
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
要
約
す
る
と
、
「
SI
M
カ
ー
ド
発
行
手

数
料
」
等
と
言
う
構
造
で
は
、
私
に
は
理
解
が
出
来
な
い
で
す
。
 【
個
人
２
】
 

い
た
だ
い
た
御
意
見
に
つ
い
て
は
、
参
考
と
し
て
承
り
ま
す
。
 

無
 

５
 

そ
の
他
 

物
の
価
格
を
政
府
が
決
め
る
こ
と
は
資
本
主
義
社
会
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
思

い
ま
す
。
日
本
は
菅
氏
の
独
裁
国
家
ま
た
は
社
会
主
義
国
家
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
 

【
個
人
３
】
 

い
た
だ
い
た
御
意
見
に
つ
い
て
は
、
参
考
と
し
て
承
り
ま
す
。
 

無
 

６
 

そ
の
他
 

携
帯
電
話
料
金
を
下
げ
る
よ
う
総
務
省
が
努
力
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

大
変
助
か
り
ま
す
。
 

と
こ
ろ
で
、
自
分
は
家
族
全
員
、
ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
の
「
ビ
ッ
ク

SI
M」

を
使

っ
て
い
ま
す
。
 

私
は
ネ
ッ
ト
を
あ
ま
り
使
わ
な
い
の
で
す
が
、
妻
や
子
供
は
よ
く
使
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
私
は
一
番
安
い

SI
M
の
プ
ラ
ン
に
し
て
も
、
毎
月
容

量
が
あ
ま
っ
て
し
ま
い
、
逆
に
妻
や
子
供
は
月
末
に
な
る
と
足
り
な
い
状
態

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ビ
ッ
ク

SI
M
を
家
族
全
員
が
使
っ
て
い
る
の
で
、
家
族

全
員
で
容
量
を
融
通
し
合
え
る
と
、
無
駄
な
出
費
が
な
く
な
り
、
さ
ら
に
助

か
る
の
で
、
ぜ
ひ
こ
う
い
う
点
も
携
帯
電
話
会
社
・
SI
M
の
会
社
に
ご
指
導
い

た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
 

【
個
人
４
】
 

い
た
だ
い
た
御
意
見
に
つ
い
て
は
、
参
考
と
し
て
承
り
ま
す
。
 

な
お
、
個
別
の
事
業
者
の
契
約
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業

者
に
お
い
て
判
断
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

無
 

７
 

そ
の
他
 

解
約
の
違
約
金
を
決
め
た
り
、
端
末
代
の
値
引
き
額
を
決
め
た
り
、
金
額

を
政
府
が
指
定
す
る
の
は
良
く
な
い
。
物
価
統
制
み
た
い
な
や
り
方
は
、
自

由
競
争
と
は
正
反
対
の
施
策
で
あ
る
。
 

ド
コ
モ
の
親
会
社
の
筆
頭
株
主
は
政
府
。
政
府
は
ド
コ
モ
の
親
会
社
に
影

響
を
与
え
れ
ば
良
い
。
 

ド
コ
モ
が
政
府
の
意
向
通
り
の
料
金
設
定
を
し
、
一
般
消
費
者
が
支
持
す

れ
ば
、
業
界
他
社
も
追
随
せ
ざ
る
負
え
な
い
。
 

日
本
は
共
産
主
義
的
な
や
り
方
で
は
な
く
、
資
本
主
義
的
な
や
り
方
で
物

事
を
進
め
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
 

【
個
人
５
】
 

い
た
だ
い
た
御
意
見
に
つ
い
て
は
、
参
考
と
し
て
承
り
ま
す
。
 

無
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ー
初
期
契
約
解
除
に
伴
う
対
価
請
求
項
目
の
追
加
に
つ
い
て

ー

電
気
通

信
事

業
法

施
行

規
則
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

総
務

省
総

合
通

信
基

盤
局

消
費

者
行

政
第

一
課

8











（
参
考

2
）
H

2
9
年

9
月
に
お
け
る
電
気
通
信
事
業
法
施
行

規
則

等
の
改

正
に
つ
い
て

改
正

対
象

改
正
事

項
改
正
内
容

電
気

通
信
事
業
法
施
行
規
則

接
続
約
款
記
載

事
項
の
追
加

次
の
事
項
を
接
続
約
款
へ

の
記
載
事
項

に
追
加

①
標
準
的
な

役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ

ム
の
機
能
及
び

料
金

②
S

IM
カ
ー
ド
の
種
類
ご
と
の
機
能

③
障
害
に
関
す
る
情
報
の
接
続
事
業
者
へ

の
通
知
責
任

④
い
わ
ゆ

る
網
改
造
料
等
の
、
案
分
方
法
を
含
む
算
定
方
法

卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る

届
出
事
項
の
追
加

役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ

ム
及
び

S
IM

カ
ー

ド
の
種
類
、
料
金
、
提
供
条
件
等
に
つ
い
て
届
出
事
項

に
追
加

接
続
料
規
則

デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
の
区

分
及
び
接
続
料
の
算
定
方
法

デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
に
新
た
な

区
分
及
び

そ
れ

ぞ
れ

の
単
位
を
設
け
る

①
②
③
以
外
の
も
の

（
回
線
容
量
）

②
回
線
管
理
機
能

（
回
線
数
）

③
S

IM
カ
ー
ド

（
S

IM
カ
ー
ド
の
枚
数
）

情
報
開
示
告
示

円
滑
な

接
続
を
行
う
上
で
重
要
な

事
項
の
情
報
開
示
義
務
を
追
加

M
V

N
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

•
頻
度
の
高
い
工
事
の
工
事
当
た
り
の
単
価
を
約
款
に
記
載

す
べ

き
旨
明

確
化

•
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ

ム
又
は

S
IM

カ
ー
ド
の
機
能
そ
の
他
の
提
供
条
件

の
追
加
及
び
変
更
に
関
す
る
情
報
を
早
期
に
通
知

す
る
よ
う
努
め

る
よ
う
記
載

•
M
VN

E
と
し
て
他
の
M
VN

O
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
M
VN

O
に
つ

い
て
、
M
N
O
か
ら
得

た
ふ

く
そ
う
、
事
故
等
に

関
す
る
情
報
を
速
や

か
に
卸
先
事
業
者
に
情
報
提
供
す
る
よ
う
記
載


2
0
16
年
12
月
よ
り
、
「
電
気
通
信
市
場
分
野
に
お
け
る
市
場
検
証
に
関
す
る
年
次
計
画
（
平
成
2
8
年
度
）
」
に
基
づ

き
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
及
び

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
、

接
続
制
度
の
運
用
状
況
、
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
状
況
及
び

サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
課
題
等
に
つ
い
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ

調
査
を
実
施
。


上
記
調
査
及
び

電
気
通
信
市
場
検
証
会
議
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
係
る
接
続
料
の
透
明
性
・適

正
性
等
の
確
保
、

公
正
競
争
環
境
の
向
上
の
た
め
省
令
等
を
改
正
。

6
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（
参

考
3
）

接
続
約
款
に
お
け
る

M
N

O
３
社

の
Ｓ
ＩＭ

の
貸

与
料

金

M
N

O
各

社
SI

M
の
貸
与
に
係
る
費
用

接
続

約
款

に
お
け
る
記

載
（
各
社
の
接
続
約
款
よ
り
抜
粋
）

N
TT
ド
コ
モ

33
5円

KD
DI

沖
縄

セ
ル

ラ
ー

11
4円

又
は

22
6円

ソ
フ
ト
バ

ン
ク

29
2円

（
Ｕ
Ｓ
ＩＭ

カ
ー

ド
の
貸

与
に
係

る
費

用
の
支

払
い

義
務
）

第
５
６
条

の
３

協
定

事
業

者
（
接

続
申

込
者

を
含

み
ま
す

。
以

下
、
こ
の

条
に
お
い

て
同

じ
と
し
ま
す

。
）
は

、
第

２
５
条

の
６
（
Ｕ
Ｓ
ＩＭ

カ
ー

ド
の

貸
与

に
係

る
請

求
）
第

２
項

に
規

定
す
る
契
約

に
基
づ

き
、
Ｕ
Ｓ
ＩＭ

カ
ー
ド
の
貸
与

に
係

る
請
求

を
行

い
、
当

社
が

そ
の

請
求

を
承

諾
し
た

と
き
は

、
料

金
表

第
３
表

（
そ

の
他

の
費

用
）
第

１（
Ｕ
Ｓ
ＩＭ

カ
ー

ド
の

貸
与
に
係

る
費
用
）
に
規
定
す
る
Ｕ
Ｓ
ＩＭ

カ
ー
ド
の
貸
与

に
係

る
費

用
の
支

払
い

を
要

し
ま
す
。

（
３
Ｇ
チ
ッ
プ

の
利

用
に
係

る
費

用
の
支

払
義

務
）

第
５
６
条

の
３

協
定

事
業

者
（
接

続
申

込
者

を
含

み
ま
す

。
以

下
、
こ
の

条
に
お
い

て
同

じ
と
し
ま
す

。
）
は

、
第

２
８
条

の
２
（
開

通
シ
ス
テ

ム
等

の
利

用
申

込
み

）
第

２
項

に
規

定
す

る
契

約
に
基

づ
き
、
３
Ｇ
チ

ッ
プ

の
利

用
の

申
込

み
を

行
い

、
当

社
が

そ
の

申
込

み
を
承

諾
し
た

と
き
は

、
料

金
表

第
４
表

（
そ

の
他

の
費

用
）
第

１（
３
Ｇ
チ
ッ
プ

の
利

用
に

係
る
費

用
）
に
規

定
す

る
３
Ｇ
チ

ッ
プ

の
利

用
に
係

る
費

用
の
支

払
い

を
要

し
ま
す
。

（
ａ
ｕ
ＩＣ
カ
ー

ド
の
貸

与
に
係

る
費

用
の
支

払
義

務
）

第
６
８
条

の
３

協
定

事
業

者
（
接

続
申

込
者

を
含

み
ま
す

。
以

下
、
こ
の
条

に
お
い

て
同

じ
と
し
ま
す

。
）
は

、
第

３
８
条

の
３
（
ａ
ｕ
ＩＣ
カ
ー

ド
の

貸
与

に
係

る
申

込
み

）
第

２
項

に
規

定
す

る
契

約
に
基

づ
き
、
ａ
ｕ
ＩＣ
カ
ー

ド
の

貸
与

に
係

る
請

求
を
行

い
、
当

社
が

そ
の

請
求

を
承

諾
し
た

と
き
は

、
料

金
表

第
４
表

（
そ
の
他
の
費
用
）
第

１（
ａ
ｕ
ＩＣ
カ
ー
ド
の
貸

与
に
係

る
費

用
）
に
規

定
す

る
ａ
ｕ
ＩＣ
カ
ー

ド
の
貸

与
に
係

る
費

用
の
支

払
い

を
要

し
ま
す
。

２
０
１９
年
４
月
時
点7
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（
参
考

5
）

初
期
契
約
解
除
に
伴
う
対
価
請
求
の
上
限

額
を
定

め
る
告

示
の
概

要

●
初

期
契

約
解

除
に
伴
い
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
額

（対
価
請

求
額
）の

う
ち
工

事
費

用
、
事

務
手
数
料
及
び
番
号
ポ

ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
係
る
費
用

の
上

限
額

を
規

定
。

※
上
記
の
上
限

額
に
消
費
税
を
加
え
た
額
ま
で
請
求
可
能
。

※
上
記
の
上
限

額
以
内
で
あ
っ
て
も
、通

常
の
中
途
解
約
等
で
請
求
し
て
い
る
額
の
方
が
低
い
場
合
は
当
該
額
が
上
限
と
な
る
旨
を
告
示
に
規
定
。

※
上
記
の
ほ
か
、施

行
規
則
に
基
づ
き
、初

期
契
約
解
除
ま
で
に
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
を
合
理
的

範
囲
内
で
請
求
可
能
。

※
上
記
の
う
ち
、事

務
手
数
料
に
つ
い
て
、そ

の
請
求
単
位
は
契
約
単
位
が
望
ま
し
い
も
の
の
、顧

客
管
理
シ
ス
テ
ム
上
の
管
理
が
回
線
ご
と
に
な
っ
て
い
る
な
ど

特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
回
線
単
位
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

工
事

費
用

（
F

T
T

H
ア
ク
セ
ス
サ

ー
ビ
ス
）

・
戸
建
て
住
宅

に
人

員
を
派
遣

し
て
行
う
工

事

２
５
，
０
０
０
円

・
集
合
住
宅
等
に
人

員
を
派

遣
し
て
行

う
工

事

２
３
，
０
０
０
円

・
そ
の
他
の
工

事
（人

員
派

遣
な
し
）

２
，０
０
０
円

★
土
日
・休

日
の
場
合
は
３
，０
０
０
円

、

夜
間
・深

夜
の
場
合
は
１０
，２
０
０
円
を
加
算
可
能

（人
員
無
派
遣
の
場
合
は
加
算
不
可
）

（
C

A
T

V
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
）

・
戸

建
て
住
宅
に
人
員
を
派
遣
し
て
行
う
工
事

１８
，
０
０
０
円

・
集

合
住
宅
等
に
人
員
を
派
遣
し
て
行
う
工
事

１７
，
０
０
０
円

・
そ
の
他
の
工
事
（人

員
派
遣
な
し
）

２
，０
０
０
円

事
務

手
数
料

３
，
０
０
０
円

（固
定

通
信

、移
動

通
信
共
通
）

番
号

ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ

に
係

る
費
用

３
，
０
０
０
円

（固
定

通
信

、移
動

通
信
共
通
）

●
あ
くま

で
上

限
で
あ
り
、全

て
の
場
合
に
お
い
て
こ
の
額

ま
で
請

求
で
き
る
権

利
が
事

業
者

に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

事
業

者
が
自

主
的
に
無
償
で
の
契
約
解
除

に
応

じ
る
こ
と
も
妨
げ

ら
れ
な
い
。

【
令
和
元
年

5月
更
新
】

9
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参
照
条
文

10

○
電

気
通
信

事
業
法
（
昭
和
五

十
九

年
法

律
第

八
十

六
号

）

（
第

二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接

続
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
電

気
通

信
設

備
（
以

下
「
第

二
種
指
定

電
気
通

信
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
電
気
通

信
事
業

者
は

、
当

該
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

と
他

の
電

気
通

信
事

業
者

の

電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
、
当

該
第

二
種

指
定

電
気

通
信
設
備

を
設
置
す
る
電
気

通
信
事

業
者
が

取
得
す
べ

き
金
額

及
び

接
続
条

件
に
つ

い
て

接
続

約
款

を
定

め
、
総

務
省

令
で

定
め

る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
実

施
前
に
、
総
務
大
臣

に
届

け
出

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
こ
れ

を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

３
総
務
大
臣
は

、
前
項
（
第
八
項

の
規

定
に
よ
り
読

み
替

え
て

適
用

す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
届
け
出
た
接
続
約

款
が

次
の
各

号
の
い

ず
れ

か
に
該

当
す

る
と
認

め
る
と
き
は

、
当

該
第

二
種

指
定

電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気

通
信

事
業

者
に
対

し
、
相

当
の
期
限
を
定
め

、
当

該
接
続

約
款
を
変

更
す
べ

き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
次
に
掲

げ
る
事
項
が

適
正

か
つ

明
確

に
定

め
ら
れ

て
い

な
い

と
き
。

イ
他
の
電
気
通
信
事
業
者

の
電

気
通

信
設

備
を
接

続
す
る
こ
と
が

技
術

的
及
び

経
済
的
に
可
能

な
接
続

箇
所
の
う
ち
標
準
的

な
も
の
と
し
て

総
務

省
令

で
定

め
る
箇

所
に
お
け
る
技

術
的

条
件

ロ
総
務
省
令
で
定
め

る
機
能

ご
と
の
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備
を
設

置
す
る
電
気
通

信
事
業

者
が

取
得
す
べ

き
金
額

ハ
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設

備
を
設

置
す
る
電

気
通

信
事

業
者
及

び
こ
れ

と
そ
の
電

気
通
信

設
備
を
接
続
す
る
他
の
電

気
通
信

事
業

者
の
責

任
に
関

す
る
事

項

ニ
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料

金
を
定

め
る
電

気
通

信
事

業
者
の
別

ホ
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
第

二
種

指
定

電
気
通
信

設
備
と
の
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め

に
必
要
な

も
の
と
し
て
総

務
省

令
で

定
め

る
事

項

二
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備

を
設

置
す
る
電

気
通

信
事

業
者
が

取
得
す
べ

き
金
額

が
能
率

的
な

経
営
の
下
に
お
け
る
適

正
な

原
価

に
適

正
な

利
潤

を
加

え
た
も
の
を
算

定
す
る
も
の
と
し
て

総
務
省

令
で
定
め

る
方
法
に
よ
り
算
定

さ
れ

た
金

額
を
超

え
る
も
の

で
あ
る
と
き
。

三
接
続
条
件
が

、
第
二
種
指
定

電
気

通
信

設
備

を
設

置
す
る
電
気
通

信
事
業

者
が

そ
の
第
二

種
指
定

電
気
通

信
設
備
に
自
己
の
電
気

通
信

設
備

を
接

続
す

る
こ
と
と
し
た
場

合
の
条

件
に
比

し
て

不
利

な
も
の
で
あ
る
と
き
。

四
特
定
の
電
気
通
信
事
業
者

に
対

し
不

当
な

差
別

的
な

取
扱

い
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

４
～

９
（
略
）

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用
い
る
卸

電
気
通

信
役
務

の
提
供

）

第
三
十
八
条
の
二

第
一
種
指
定

電
気

通
信

設
備

又
は

第
二

種
指

定
電
気

通
信
設

備
を
設
置

す
る
電

気
通
信

事
業
者

は
、
当
該
第

一
種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る
卸

電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
を
開

始
し
た
と
き
は

、
総

務
省

令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨

、
総
務

省
令
で

定
め

る
区

分
ご

と
の
卸

電
気

通
信

役
務

の
種

類
そ

の
他

総
務

省
令

で
定

め

る
事

項
を
総

務
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
届

け
出

た
事

項
を
変

更
し
、
又
は
当

該
業
務
を
廃
止

し
た
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。
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○
第
二
種
指

定
電
気
通
信
設
備

接
続

料
規

則
（
平

成
二

十
八

年
総

務
省
令

第
三
十

一
号
）

第
４
条

法
第

三
十
四
条
第
三
項
第

一
号

ロ
の
総

務
省

令
で

定
め

る
機

能
は

、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
機
能

の
区
分

に
応

じ
、
当
該
各

号
に
定

め
る
も
の
と
す

る
。

一
（
略
）

二
デ

ー
タ
伝
送
交
換
機
能

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
に
そ
の
電
気
通
信

設
備
を
接
続
す
る
他
の
電

気
通
信

事
業
者
（
以

下
「
他
事

業
者

」
と
い

う
。
）
が

設
置

す
る
当

該
電

気
通

信
設

備
と
第

二
種

指
定
電
気
通

信
設
備
を
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
ト
ン
ネ
リ
ン
グ

プ
ロ
ト
コ
ル
が

用
い

ら
れ

る
通
信
方

式
を
用

い
て
接

続
し
た
上
で

、
当

該
他
事

業
者

が
設
置

す
る
電

気
通

信
設

備
と
特

定
移

動
端

末
設

備
と
の
間

で
専

ら
符

号
又
は
影
像

の
伝
送
交
換
を
行
う
機

能
（
無

線
設

備
規

則
（
昭

和
二
十
五

年
電
波

監
理
委

員
会
規

則
第
十

八
号

）
第
四

十
九
条

の
六
の
四
又

は
第

四
十

九
条

の
六

の
五

で
定

め
る
条

件
に
適

合
す
る
無

線
設

備
で
あ
っ
て
、
拡
散
符
号
速

度
が

一
の
搬

送
波

当
た
り
毎

秒
一

・二
二
八

八
メ
ガ
チ
ッ
プ

の
も
の
を
使
用

し
た
符
号
又

は
影
像

の
伝
送

交
換

を
行

う
も
の
を
除

く
。
）

三
・四

（
略
）

２
前
項
第
２
号

の
機
能
は
、
接
続
料

を
算

定
す
る
た

め
に
次

に
掲

げ
る
部
分

に
区
分

す
る
も
の
と
す
る
。

一
・二

（
略

）
三

Ｓ
ＩＭ

カ
ー
ド
（
電
気
通
信
事
業

報
告

規
則

（
昭

和
6
3
年

郵
政

省
令
第
4
6
号

）
第
10
条
に
規
定

す
る
Ｓ
ＩＭ

カ
ー
ド
を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
の
提

供
に
係

る
も
の
（
事

業
者

が
現

に
Ｓ
ＩＭ

カ
ー

ド
の

提
供

を
行

っ
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）

（
デ

ー
タ
伝
送

交
換
機
能
の
接
続

料
）

第
１３

条
第
四

条
第
一
項
第
二
号

に
掲

げ
る
機

能
の

接
続

料
は

、
次
の
各

号
に
掲

げ
る
部
分
に
応
じ
、
当

該
各
号

に
定
め

る
も
の
を
単

位
と
し
て

設
定

す
る
も
の
と
す
る
。

一
第
四
条
第
二
項
第
一
号

回
線

容
量

二
第
四
条
第
二
項
第
二
号

回
線

数
三

第
四
条
第
二
項
第
三
号

Ｓ
ＩＭ

カ
ー

ド
の
枚

数
２

第
四
条

第
二
項

第
三
号
に
掲

げ
る
部

分
に
係

る
接

続
料

の
原

価
及
び

利
潤
は

、
次
の
各

号
に
定
め

る
方

法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の

場
合

に
お
い

て
、
当

該
接

続
料

の
原

価
及

び
利

潤
に
は

、
第
三
章
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。

一
接
続
料
の
原
価
は
、
Ｓ
ＩＭ

カ
ー

ド
の
調

達
費

用
に
、
Ｓ
ＩＭ

カ
ー

ド
の
管
理

及
び

他
事
業

者
へ

の
提
供
に
要

す
る
費
用
と
し
て
合
理

的
に
算

定
し
た
も
の
を
加

え
た
も
の
と
す

る
。

二
接
続
料
の
利
潤
は
、
次
に
掲

げ
る
式

に
よ
り
計

算
し
た
運

転
資
本
に
、
前

項
第
一

号
の
接

続
料
の
算
定
に
お
け
る
利
潤
を
当
該
算

定
に
係

る
レ
ー

ト
ベ

ー
ス
で

除
し
た
も
の
を
乗

じ
た
も
の
と
す
る
。

運
転
資
本

＝
前
号
の
調
達
費
用

×
（
Ｓ
ＩＭ

カ
ー

ド
の

提
供

か
ら
こ
れ

に
係
る
接
続
料

の
収
納
ま
で
の
平

均
的
な

日
数
／

三
百
六

十
五
日

）
３

（
略
）

参
照
条
文

11

○
電

気
通
信

事
業
法
施
行
規
則
（
昭

和
六

十
年

郵
政

省
令

第
二

十
五
号
）

（
第

二
種
指
定

電
気
通
信
設
備

と
の
接

続
に
関

す
る
接

続
約

款
の
届
出

）
第
二
十
三
条
の
九
の
三

法
第
三

十
四

条
第

二
項

の
規

定
に
よ
り
、
接

続
約
款
を
定
め

、
又

は
変
更

し
よ
う
と
す
る
者
は

、
そ
の
実
施

の
日

の
七

日
前

ま
で

に
、
様

式
第

十
七

の
四

の
届

出
書

に
、
次

に
掲

げ
る
事

項
を
記
載
し
た
接
続
約
款
（
変

更
の
届

出
の
場

合
は

、
接

続
約

款
の
新
旧

対
照

）
並

び
に
様
式

第
十
七

の
四
の
二

か
ら
第
十

七
の
四

の
七

ま
で

及
び

総
務

大
臣

が
別

に
告

示
す

る
様

式
の

接
続

料
（
第

二
種

指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接

続
に
関

し
当

該
第

二
種

指
定

電
気
通

信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通

信
事
業

者
が

取
得
す
べ

き
金
額
を
い

う
。
以

下
こ
の
条

に
お
い

て
同

じ
。
）
の
算

出
の
根

拠
に
関

す
る
説

明
を
記

載
し
た
書
類
そ
の
他
必
要

な
書

類
を
添

え
て

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該

書
類
に
掲

記
さ
れ

る
科
目

そ
の
他

の
事

項
の

金
額

及
び

数
値

は
、
接

続
料

の
算

出
に
十

分
な

精
度
を
確
保

で
き
る
場
合
に
限

り
、
端

数
処

理
を
行

つ
て

表
示

す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
～
五

（
略

）

（
法

第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省

令
で

定
め

る
事

項
）

第
二
十
五
条
の
七

法
第
三
十
八

条
の
二

の
総

務
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
次
に
掲

げ
る
事

項
と
す
る
。

五
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設

備
を
設

置
す
る
電

気
通

信
事

業
者

か
ら
当

該
第
二

種
指
定

電
気
通

信
設
備

を
用
い
る
前
号
の
表
の
上

欄
に
掲

げ
る
卸

電
気

通
信

役
務

の
提

供
を
受

け
る
電

気
通

信
事

業
者

が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電

気
通

信
事

業
者

の
場

合
に
あ

つ
て

は
、
当
該

電
気
通

信
事
業

者
ご

と
の
次
に
掲

げ
る
事
項

イ
提
供

卸
電
気
通
信
役
務
に
係

る
役

務
利

用
管

理
シ
ス
テ

ム
の
機
能
及

び
料

金
そ
の
他
の
提
供

条
件

ロ
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
係

る
Ｓ
ＩＭ

カ
ー

ド
の
種

類
、
機

能
及

び
料
金

そ
の
他

の
提
供

条
件
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一
頁 

 諮
問
時
・
修
正
前 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
元
年 

 
月 

 

日 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 

 
 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

（参考）  
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二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
書
面
に
よ
る
解
除
の
例
外
） 

（
書
面
に
よ
る
解
除
の
例
外
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
七 

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
七 

［
同
上
］ 

［
一
～
四 

略
］ 

［
一
～
四 

同
上
］ 

五 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
う
ち
、
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
所
に
関
す
る
状
況
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
場
所
状
況
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
利
用
者
の
利
益

の
保
護
の
た
め
の
法
令
等
の
遵
守
に
関
す
る
状
況
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
遵
守
状
況
」
と
い
う
。
）
を

確
認
で
き
る
措
置
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
確
認
措
置
」
と

い
う
。
）
を
電
気
通
信
事
業
者
が
講
じ
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
利
用
者
の
利
益
が
保
護
さ
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
申
請
に
よ
り
総
務
大
臣
が
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認

定
」
と
い
う
。
）
し
た
も
の
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
確
認
措
置
契
約
」
と
い

う
。
）
を
締
結
し
た
場
合 

五 

［
同
上
］ 

［
イ
～
ハ 

略
］ 

［
イ
～
ハ 

同
上
］ 

ニ 

ロ
又
は
ハ
の
解
除
に
伴
い
当
該
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
が
次
に
定
め
る
額
に
こ
れ
に
対
す
る
法
定

利
率
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
こ
と
。 

ニ 

［
同
上
］ 

（１） 

当
該
関
連
契
約
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
役
務
の
対
価
に
相
当
す
る
額
（
当
該
役
務
の
提
供
に
必
要
な

工
事
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
（
当
該
費
用
と
し
て
通
常
請
求
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
関
連
契
約
の
締
結
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
並
び
に
第
二
十
二
条

の
二
の
九
第
二
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

（１） 

当
該
関
連
契
約
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
役
務
の
対
価
に
相
当
す
る
額
（
当
該
役
務
の
提
供
に
必
要
な
工

事
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
（
当
該
費
用
と
し
て
通
常
請
求
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
関
連
契
約
の
締
結
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

［
（２） 

略
］ 

［
（２） 

同
上
］ 

［
ホ 

略
］ 

［
ホ 

同
上
］ 

［
２
～
６ 

略
］ 

［
２
～
６ 

同
上
］ 

（
書
面
解
除
に
伴
い
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
） 

（
書
面
解
除
に
伴
い
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
九 

法
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額

に
こ
れ
に
対
す
る
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
加
算
し
た
金
額
を
限
度
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
九 

［
同
上
］ 

一 

書
面
解
除
ま
で
に
提
供
さ
れ
た
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
提
供
さ
れ

た
有
償
継
続
役
務
で
あ
つ
て
書
面
解
除
に
伴
い
そ
の
提
供
が
中
止
さ
れ
た
も
の
の
対
価
に
相
当
す
る
額
（
次

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

一 

書
面
解
除
ま
で
に
提
供
さ
れ
た
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
提
供
さ
れ

た
有
償
継
続
役
務
で
あ
つ
て
書
面
解
除
に
伴
い
そ
の
提
供
が
中
止
さ
れ
た
も
の
の
対
価
に
相
当
す
る
額
（
次

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

書
面
解
除
に
係
る
電
気
通
信
役
務
が
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
別
表
備
考
第
三
号
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
次
の
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額

（
当
該
額
が
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
当
該

電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
に
対
し
通
常
請
求
さ
れ
る
費
用
の
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
常
請

［
新
設
］ 
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三
頁

求
さ
れ
る
費
用
の
額
）

イ

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
電
気
通
信
事
業

者
か
ら
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た

る
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
含
む
。
）
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
含
む
。
）

第
二
十
三
条

の
九
の
三
に
規
定
す
る
接
続
料
の
う
ち
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総

務
省
令
第
三
十
一
号
）
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
部
分
に
係
る
接
続
料

ロ

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
卸
電

気
通
信
役
務
の
提
供
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
含
む
。
）
を
受
け
る

電
気
通
信
事
業
者
を
含
む
。
）

当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら

提
供
さ
れ
る
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
料
金

三

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
必
要
な
工
事
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
（
当
該
費
用
と
し
て
通
常
請
求
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
額
（
当

該
工
事
が
行
わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

二

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
必
要
な
工
事
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
（
当
該
費
用
と
し
て
通
常
請
求
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
額
（
当
該
工
事
が
行

わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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四
頁

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

施
行
日
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
の

認
定
を
受
け
て
い
る
電
気
通
信
役
務
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３

新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
九
第
二
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に

関
す
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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